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伊方発電所原子力事業者防災業務計画の読み替えについて 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。         

さて、令和５年１２月８日付原本部発第１７５号にて届け出ました「伊方発

電所原子力事業者防災業務計画」について、緊急時対策支援システム（ＥＲＳ

Ｓ）の伝送項目のうち「６－３Ｄ号機間連絡遮断器投入（５２Ｔ３Ｄ）」の伝送

を停止することに伴い、見直しが必要となりました。 

つきましては、「原子力事業者防災業務計画の確認に係る視点」に基づく軽易

な変更扱いとして、令和６年９月６日より次回修正までの期間、添付のとおり

読み替えることといたします。 

 

敬具 

 

記 

          

１．添付資料         

伊方発電所原子力事業者防災業務計画読み替え表（令和６年９月６日よ

り適用）   

 

 

 

 

 

 

以 上 



 

伊方発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表（令和６年９月６日より適用） 

規程名称：伊方発電所原子力事業者防災業務計画 （１／４） 

読み替え前 読み替え後 理  由 

  

 

 

 

 

 

ＥＲＳＳ伝送項目削

除に伴う修正 

 

添付資料 



 

伊方発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表（令和６年９月６日より適用） 

規程名称：伊方発電所原子力事業者防災業務計画 （２／４） 

読み替え前 読み替え後 理  由 

  

 

 

 

 

ＥＲＳＳ伝送項目削

除に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

伊方発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表（令和６年９月６日より適用） 

規程名称：伊方発電所原子力事業者防災業務計画 （３／４） 

読み替え前 読み替え後 理  由 

  

 

 

 

 

ＥＲＳＳ伝送項目削

除に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

伊方発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表（令和６年９月６日より適用） 

規程名称：伊方発電所原子力事業者防災業務計画 （４／４） 

読み替え前 読み替え後 理  由 

  

 

 

 

 

ＥＲＳＳ伝送項目削

除に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


